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スタートアップ創出プログラム IJIE-GAPファンドプログラムにおける研究
成果の取扱いに係る確認書

Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) 事務局長　殿

[bookmark: _Hlk166750519]　大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム スタートアップ創出プログラム「 IJIE-GAPファンドプログラム」（以下、「本事業」という）を申請するにあたり、の研究開発課題を推進するにあたり、本事業の研究成果として生じる知的財産権の取り扱いについて、研究代表者（大学院生）と並びに指導教員との間で、下記の事項を遵守することを確認しました。	Comment by osawa: 採択の可否より、申請にあたり事前に確認している方が良いのでは？	Comment by Shinshu-u Matsuyama: すみません、修正前のバージョンを送ってました。

記

1． 研究代表者（大学院生）は、本事業によるり行った未発表の研究の成果を第三者に開示・公表する場合は、事前に指導教員および所属機関の本事業担当者に通知し、開示・公表の可否および必要な対応事項について確認すること。
2． 研究代表者（大学院生）は、本事業において発明等の知的財産が生じた場合は、指導教員に通知するとともに、所属機関の発明取扱規程等に準じてが発明等に該当するときは、発明届等を速やかに所属機関に提出し、所属機関による帰属決定を受ける届け出ること。
3． 研究代表者（大学院生）は、本事業による研究成果の取扱いについて疑問点や不明点がある場合は、指導教員または所属機関の本事業担当者に相談すること。
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